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⑴「化粧品のびん」が「不燃ごみ」から「資源のびん類」へ変更 

※令和６年３月３１日までは移行期間のため「不燃ごみ」として出された場合でも回

収を行います。（令和６年４月１日より「資源のびん類」として完全移行） 

 

⑵「充電式電池・ボタン電池」を「危険ごみ」として回収を行います

  

※鉛蓄電池(自動車のバッテリーなど)は出せません 

.※従来どおり充電式電池・ボタン電池の一部はリサイク

ル協力店・販売店等回収協力店へも持ち込み可能です 

４月からごみの分別方法が変更になりました 

 

粗大ごみリユース家具 

豊川市では、収集した粗大ごみの中から使用可能な品を令和 5 年 4 月からジモティーに無償で出

品しています。 

まだまだ使えるものがありますので右記よりぜひ一度ご覧ください！ 

   ジモティーアカウント名【豊川市清掃事業課】 

 


